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一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告
　
　
示

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
家
畜
及
び
物
品
等
の
移
入
の
禁
止

（
畜
　
産
　
課
）

一

●
香
川
県
告
示
第
十
号
の
二
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
二
年
香
川
県
規
則
第
二
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家
畜
及
び
物
品
等
の
県
内
へ
の
移
入
を
禁
止
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
移
入
禁
止
の
目
的

山
口
県
阿
武
郡
阿
東
町
の
採
卵
鶏
農
場
一
戸
に
お
い
て
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
、

そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

二
　
対
象
と
な
る
家
畜
等

鶏
、
あ
ひ
る
、
七
面
鳥
及
び
う
ず
ら
並
び
に
そ
れ
ら
の
死
体
又
は
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品

三
　
移
入
禁
止
の
期
間
　

平
成
十
六
年
一
月
十
二
日
か
ら
当
分
の
間

四
　
移
入
を
禁
止
す
る
対
象
と
な
る
区
域

山
口
県
山
口
市
（
山
口
市
と
防
府
市
と
の
境
界
線
と
Ｊ
Ｒ
山
陽
新
幹
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同

所
か
ら
同
山
陽
新
幹
線
北
側
境
界
線
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
山
口
市
と
吉
敷
郡
小
郡
町
と
の
境
界
線
に

至
る
線
よ
り
北
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、
萩
市
（
相
島
及
び
見
島
の
区
域
を
除
く
。
）
、
防

府
市
（
Ｊ
Ｒ
山
陽
新
幹
線
よ
り
北
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、
周
南
市
（
防
府
市
と
周
南
市
と

の
境
界
線
と
一
般
国
道
二
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
北
側
境
界
線
に
沿
っ
て
東
に

進
み
、
県
道
新
南
陽
日
原
線
と
の
交
差
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
西
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
東
に

進
み
、
一
般
国
道
三
百
十
五
号
と
の
三
差
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
西
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
に

進
み
、
県
道
金
峰
徳
山
線
と
の
三
差
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
北
側
境
界
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、

県
道
下
松
鹿
野
線
と
の
三
差
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
下
松
鹿
野
線
西
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
東
に

進
み
、
県
道
徳
山
徳
地
線
と
県
道
下
松
鹿
野
線
及
び
市
道
郷
線
と
の
交
差
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道

徳
山
徳
地
線
北
側
境
界
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
市
道
奥
畑
秘
密
尾
線
と
の
三
差
路
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
西
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
大
規
模
林
道
大
朝
・
鹿
野
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林

道
西
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
周
南
市
と
玖
珂
郡
錦
町
と
の
境
界
線
に
至
る
線
よ
り
北
側
に

位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、
佐
波
郡
徳
地
町
、
吉
敷
郡
小
郡
町
（
中
国
縦
貫
自
動
車
道
よ
り
北
側
に

位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、
美
祢
郡
美
東
町
（
中
国
縦
貫
自
動
車
道
よ
り
北
側
に
位
置
す
る
区
域
に

限
る
。
）
及
び
秋
芳
町
（
美
祢
郡
美
東
町
と
同
郡
秋
芳
町
と
の
境
界
線
と
県
道
美
東
秋
芳
西
寺
線
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
東
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
県
道
宇
部
秋
芳
三
隅
線

と
の
三
差
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
宇
部
秋
芳
三
隅
線
東
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
同
郡

秋
芳
町
と
大
津
郡
三
隅
町
と
の
境
界
線
に
至
る
線
よ
り
東
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、
大
津
郡

三
隅
町
（
長
門
市
と
大
津
郡
三
隅
町
と
の
境
界
線
と
県
道
豊
田
三
隅
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所

か
ら
同
県
道
東
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
国
道
百
九
十
一
号
と
県
道
豊
田
三
隅
線
及
び
県

道
野
波
瀬
港
線
と
の
交
差
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
野
波
瀬
港
線
東
側
境
界
線
を
北
に
進
み
、
海
岸

線
に
至
る
道
路
と
の
三
差
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
北
側
境
界
線
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
海
岸

線
に
至
る
線
よ
り
東
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
阿
武
郡
川
上
村
、
阿
武
町
、
田
万
川
町
、

阿
東
町
、
む
つ
み
村
、
須
佐
町
、
旭
村
及
び
福
栄
村

島
根
県
益
田
市
（
柏
原
町
、
桂
平
町
及
び
愛
栄
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
津
和
野
町
、
日
原
町
（
一

般
国
道
九
号
及
び
一
般
国
道
百
八
十
七
号
よ
り
西
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、
柿
木
村
（
一
般

国
道
百
八
十
七
号
よ
り
西
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）
及
び
六
日
市
町
（
一
般
国
道
百
八
十
七
号

よ
り
西
側
に
位
置
す
る
区
域
に
限
る
。
）

告
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